
令和 ３ 年度は評価替え令和 ３ 年度は評価替えのの年年ですです
　固定資産税の土地・家屋は３年ごとに評価額の見直しを行っています。評価替えに
あたり、固定資産税（土地・家屋）の評価のしくみなどについて紹介します。

　

固
定
資
産
税
は
、
国
で
定
め
た
固
定

資
産
評
価
基
準
に
基
づ
き
、
そ
の
年
の

１
月
１
日（
賦
課
期
日
）現
在
の
状
況
に

よ
り
評
価
し
ま
す
。

●
土
地
の
評
価
方
法

　

町
内
を
宅
地
・
田
・
畑
・
山
林
な
ど

の
地
目
ご
と
に
一
定
の
区
域
に
区
分
し
、

そ
の
地
域
ご
と
に
標
準
地（
広
さ
や
形

状
な
ど
が
標
準
的
な
土
地
）を
選
定
し

ま
す
。

　

こ
の
標
準
地
の
価
格
を
も
と
に
土
地

を
評
価
し
ま
す
。

◎
宅
地
の
評
価
方
法

　

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る
鑑
定
評
価
額

を
基
に
標
準
地
の
価
格
を
決
定
し
ま
す
。

①
市
街
地
宅
地
評
価
法
区
域

　

都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
内

は
、
市
街
地
宅
地
評
価
法
で
評
価
し
ま

す
。

※
市
街
地
宅
地
評
価
法

路
線
価
方
式
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。

街
路
ご
と
に
、
そ
の
街
路
に
沿
接
す

る
標
準
的
な
宅
地
の
鑑
定
評
価
額
な

ど
を
用
い
て
算
出
す
る
１
㎡
当
た
り

の
価
格
を
表
す
路
線
価
を
付
設
し
ま

す
。
こ
の
路
線
価
に
基
づ
い
て
評
価

基
準
に
定
め
ら
れ
て
い
る
画
地
計
算

法
を
適
用
し
、
各
筆
の
評
点
数
を
求

め
て
評
価
す
る
方
法
で
す
。

②
そ
の
他
の
宅
地
評
価
法
区
域

①
の
区
域
以
外
の
区
域
は
、
そ
の
他

の
宅
地
評
価
法
で
評
価
し
ま
す
。

※
そ
の
他
の
宅
地
評
価
法

宅
地
が
沿
接
す
る
道
路
の
状
況
、
公

共
施
設
と
の
距
離
、家
屋
の
疎
密
度
、

宅
地
の
利
用
状
況
な
ど
が
お
お
む
ね

類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
地
区
ご

と
に
区
分
し
、
こ
れ
ら
の
地
区
ご
と

に
選
定
し
た
標
準
的
な
宅
地
の
鑑
定

評
価
額
な
ど
に
基
づ
い
て
、
評
価
基

準
に
定
め
ら
れ
て
い
る
画
地
計
算
法

を
適
用
し
、
各
筆
の
評
点
数
を
求
め

て
評
価
す
る
方
法
で
す
。

◎
農
地
・
山
林
な
ど
の
評
価
方
法

　

売
買
実
例
価
額
な
ど
に
よ
り
標
準
地

の
価
格
を
求
め
、
そ
の
価
格
を
も
と
に

評
価
し
ま
す
。

●
家
屋
の
評
価
方
法

　

国
で
定
め
た
固
定
資
産
評
価
基
準
に

基
づ
き
、
屋
根
・
基
礎
・
外
壁
・
柱
・

内
壁
・
天
井
・
床
な
ど
に
分
け
て
、
各

仕
上
げ
ご
と
に
点
数
を
設
け
、
再
建
築

価
格
を
計
算
し
ま
す
。
こ
の
再
建
築
価

格
に
経
年
減
点
補
正
率
を
乗
じ
た
も
の

が
評
価
額
と
な
り
ま
す
。

※
再
建
築
価
格
と
は
、
評
価
の
対
象
と

な
っ
た
家
屋
と
同
一
の
も
の
を
、
評

価
の
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に

新
築
す
る
と
仮
定
し
た
場
合
に
必
要

と
さ
れ
る
建
築
費
で
す
。

※
経
年
減
点
補
正
率
と
は
、
家
屋
建
築

後
の
年
数
の
経
過
に
よ
っ
て
生
じ
る

損
耗
の
状
況
に
よ
る
減
価
な
ど
を
表

し
た
も
の
で
す
。

　

固
定
資
産
は
、
評
価
額
を
も
と
に
税

額
が
決
定
し
ま
す
。

※
課
税
標
準
額
と
は
、
税
額
を
算
出
す

る
基
礎
と
な
る
価
格
の
こ
と
で
す
。

家
屋
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
評
価

額
が
そ
の
ま
ま
課
税
標
準
額
と
な
り

ま
す
。

評
価
額
＝

   

再
建
築
価
格
×
経
年
減
点
補
正
率

  

税  

額
＝

　
　

課
税
標
準
額
×
税
率（
１・
４
％
）

固
定
資
産
税
評
価
替
え
の
お
知
ら
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■
住
民
課
税
務
係
☎
(64）
８
３
１
３

　

評
価
の
し
く
み

　

課
税
の
し
く
み

３年ごとに評価替え

３年間の資産価値
の変動を価格に反
映させます

②その他の宅地
　評価法該当区域
　（①以外）

①市街地宅地評価法
　（路線価）該当区域

甘楽町

家屋を新築、増築などしたとき

　登記所（前橋地方法務局富岡支局）
へ表示登記などをすることになって
います。登記していない場合は、所
有者確認のため所有者が「家屋新
築・増築・改築申出書」を町に提出
してください。

　登記所へ滅失登記をすることに
なっています。登記が遅れる場合や
登記していない家屋（未登記家屋）
を取り壊した場合は「家屋滅失申告
書」を町に提出してください。この
申告がないと、取り壊した家屋の分
の固定資産税が課税されてしまう可
能性があります。

家屋を取り壊したとき

　未登記家屋について、相続や売買
などがあり所有者が変更になったと
きは、遺産分割協議書や売買契約書、
印鑑登録証明書など、所有権の移転
が分かる資料を添付した「未登記家
屋異動申立書」を町に提出してくだ
さい。

登記していない家屋の所有者が
変更になったとき

お知らせ

各種届出書は町ホームページ
からダウンロードできます↓

届け出をお忘れなく
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家族介護者教室

コグニサイズ

おたっしゃ会

筋トレ教室

介
護
保
険
制
度
は
、
住
民
の
皆
さ
ん

が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ
ま
で
も
健

や
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
、
ま
た
介
護
が

必
要
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
生
活
が
送

れ
る
よ
う
に
社
会
全
体
で
支
え
て
い
こ

う
と
い
う
し
く
み
で
す
。

●
町
の
介
護
保
険
事
業
計
画

町
の
介
護
保
険
事
業
は
、
平
成
12
年

に
制
度
が
始
ま
っ
て
以
来
３
年
ご
と
に

「
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
及
び
介
護
保

険
事
業
計
画
」を
定
め
、
そ
の
計
画
に

基
づ
い
て
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
高
齢
者
を
取
り
巻
く
状
況
の

変
化
や
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
新
た

に
令
和
３
年
度
か
ら
５
年
度
の
３
年
間

の
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
の
で
、
主
な

概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
は
、
介
護
保
険
事
業
計

画
に
お
い
て
見
直
す
し
く
み
に
な
っ
て

い
ま
す
。
み
ん
な
で
制
度
を
支
え
合
う

た
め
の
大
切
な
財
源
で
す
。
皆
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
事
業
費
総
額
約
41
億
円
へ

　

高
齢
者
人
口
の
増
加
や
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
の
見
込
み
量
の
増
加
、
介
護
報

酬
の
改
定
な
ど
を
踏
ま
え
、
第
８
期
計

画
の
３
年
間
に
お
け
る
事
業
費
を
推
計

し
ま
し
た
。
前
回
７
期
計
画
で
は
、
約

35
億
円
と
し
た
事
業
費
を
、
第
８
期
計

画
で
は
約
41
億
円
と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

●
新
し
い
介
護
保
険
料
の
決
定

　

介
護
保
険
料
は
、
介
護
保
険
事
業
費

の
23
％
相
当
分
を
町
の
65
歳
以
上（
第

１
号
被
保
険
者
）の
人
の
保
険
料
で
ま

か
な
う
よ
う
に
計
算
し
て
い
ま
す
。

　

第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
に
介
護

保
険
事
業
特
別
会
計
の
預
金
で
あ
る
基

金
を
充
当
す
る
こ
と
で
保
険
料
基
準

額
の
抑
制
に
努
め
、
基
準
額
を
年
額

６
９
，０
０
０
円
と
し
ま
し
た
。
こ
の

基
準
額
を
基
に
所
得
に
応
じ
た
段
階
ご

と
の
保
険
料
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
第
１
か
ら
第
３
段
階
の
人
に

つ
い
て
は
、
保
険
料
の
一
部
を
国
・

県
・
町
が
負
担
す
る
軽
減
措
置
を
実
施

し
ま
す
。

●
通
知
に
つ
い
て

　

個
人
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
今
年
度
の

保
険
料
に
つ
い
て
は
７
月
中
に
発
送
す

る
予
定
で
す
。

み
ん
な
で
支
え
る
介
護
保
険

み
ん
な
で
支
え
る
介
護
保
険

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

安心して  いきいきと暮らせる  まちづくり
－ 共に支えあい　みんなでつくる　福祉のまち －

基本理念

◆計画の基本理念を実現するために次の４つの基本目標を設定します◆

　　　　　　　　自立支援・介護予防の推進

各種検診など高齢者の保健事業と介護予防事業を
一体的に実施することで、自らが積極的に健康づく
りに取り組めるよう支援します。

　　　　　　　　いきいきと暮らせる地域づくりの推進

　いつまでも活動的で生きがいに満ちた社会生活を送
れるように、さまざまな社会活動や就労の機会を促進
し、地域づくりの担い手として活躍できるよう支援し
ます。

　可能な限り、住み慣れた地域において継続して生活を
するために地域包括支援センターを中心として、介護・
予防・医療・生活支援・住まいの５つのサービスを包括
的かつ継続的に提供する地域包括ケア体制をより充実さ
せます。

　介護需要の増加や多様なニーズに対応し、家族の介
護負担の軽減を図るとともに、高齢者に対する住まい
の確保と生活の一体的な支援を目的とした介護サービ
スの整備を図ります。

23.0%23.0%

27.0%27.0%25.0%25.0%

12.5%12.5%

12.5%12.5%

甘楽町

「介護保険料基準額」の算出イメージ

群
馬
県

国

３年間の
介護保険事業費
総額約41億円

第２号被保険者
（40～64歳）の保険料

介護保険料基準額
＝年額69,000円
　月額  5,750円

令和３年度～令和５年度の第１号被保険者（65歳以上）の介護保険料
段階 対象者 保険料率保険料（年額）

第１段階 生活保護を受けている人、本人および世帯全員が町民税非課税で、本人の「公
的年金等収入＋合計所得金額」が80万円以下の人 0.3 20,700

第２段階
本
人
が
町
民
税
非
課
税

世
帯
全
員
が

町
民
税
非
課
税

本人の「公的年金等収入＋合計所得金額」が80万円を超え120
万円以下の人 0.5 34,500

第３段階 本人の「公的年金等収入＋合計所得金額」が120万円を超える人 0.7 48,300

第４段階 世
帯
に
町
民
税

課
税
者
が
い
る

本人の「公的年金等収入＋合計所得金額」が80万円以下の人 0.9 62,100

第５段階 本人の「公的年金等収入＋合計所得金額」が80万円を超える人 1.0 （基準額）
69,000

第６段階
本
人
が
町
民
税
課
税

本人の合計所得金額が120万円未満の人 1.2 82,800

第７段階 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.3 89,700

第８段階 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.5 103,500

第９段階 本人の合計所得金額が320万円以上の人 1.7 117,300

※ 前年の所得をもとに算定します。
　また、年度途中でも所得の更正などにより、保険料が増減することがあります。

　基本目標１

　基本目標２

　　　　　　　　地域の中で自分らしい生活を継続するしくみづくり　基本目標３

　　　　　　　　介護保険制度の円滑な運営　基本目標４

３年間の３年間の
第１号被第１号被
保険者数　保険者数　
13,646人13,646人

第１号被保険者
（65歳以上）の

保険料
÷÷約９億4,400万円約９億4,400万円

 計画書は町ホーム
ページに掲載して
います↓

介
護
保
険
の
し
く
み
を

知
ろ
う
！

甘楽町高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画・介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
■
健
康
課
介
護
保
険
係
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎

（67）
５
１
８
２
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